
東京医療保健大学医療保健学部広報・システム委員会規程 

   （設置及び組織） 

第１条 東京医療保健大学学則に基づく情報公開並びに広報活動及び大学に関する情報シ

ステムに関する事項を審議立案するために、医療保健学部広報・システム委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

  ２ 委員会は、次の各項に掲げる委員で組織する。 

（１）医療保健学部・研究科運営会議で任命する教員 

（２）経理財務部長 

（３）入試広報部長 

（４）学生支援センター長 

  ３ 委員の任期は２年とする。 

  （審議事項） 

第２条 委員会は、次の事項について審議立案する。 

（１）本学における情報公開並びに広報活動の基本方針等の策定に関する事項

（２）本学における情報システムの基本的な指針に関する事項

（３）学報の発行に関する事項

（４）大学のホームページに関する事項

（５）大学の情報システムの設備整備に関する事項

（６）その他、本学の広報に関する事項

（７）その他、本学の情報システムの管理・運営上必要と認められる事項

   （委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、委員長は医療保健学部・研究科運営会議にて委員の中から 

任命する。 

（議事） 

第４条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

  ２ 委員会は、委員総数の２分の１以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって 

議決する。 

  （事務） 

第５条 委員会の事務は、経理財務部で行う。 

附 則 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１８年２月１５日から施行する。 

この規程は、平成２２年１２月８日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 


